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株式会社ボーダレス・ジャパン 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年 ３月１８日 作成 

平成１９年 ３月１９日 公証人認証 

平成１９年 ３月２０日 会社設立 

平成１９年 ６月 ６日 商号変更 

平成２２年 ７月２２日 目的変更 

平成２３年 ４月 １日     取締役の任期変更 

平成２４年 ４月２６日 目的変更 

平成２６年 ２月１８日 本店の所在地変更 

平成２６年 ７月１１日 目的変更 

平成２７年 ４月 １日 目的変更 

平成２９年 ２月 １日 前文追記 

令和 ２年 ３月１３日     目的変更 

令和 ２年 ４月１４日     目的変更 



株式会社ボーダレス・ジャパン定款 

 

前  文 

 

 社会の不条理や欠陥から生じる、貧困、差別・偏見、環境問題などの社会問題。それらの諸問題

を解決する事業「ソーシャルビジネス」を通じて、より良い社会を築いていくことが株式会社ボーダ

レス・ジャパンの存在意義であり使命です。 

株式会社ボーダレス・ジャパンは、社会起業家が集い、そのノウハウ、資金、関係資産をお互い

に共有し、さまざまな社会ソリューションを世界中に広げていくことで、より大きな社会インパクトを共

創する「社会起業家の共同体」です。 

ここに集う社会起業家は、利他の精神に基づいたオープンでフラットな相互扶助コミュニティの

一員として、国境・人種・宗教を超えて助け合い、良い社会づくりを実現していきます。 

 

 

１． すべての事業は、貧困、差別・偏見、環境問題など社会問題の解決を目的とします。 

２． 継続的な社会インパクトを実現するため、経済的に持続可能なソーシャルビジネスを創

出します。 

３． 事業から生じた利益は、働く環境と福利厚生の充実、そして新たなソーシャルビジネスの

創出に再投資します。 

４． 株主は、出資額を上回る一切の配当を受けません。 

５． 経営者の報酬は、一番給与の低い社員の 7倍以内とします。 

６． エコロジーファースト。すべての経済活動において、自然環境への配慮を最優先にしま

す。 

７． 社員とその家族、地域社会を幸せにする「いい会社」をつくります。 

８． 社会の模範企業となることで、いい事業を営むいい会社を増やし、「いい社会」をつくりま

す。 

 

以上 

  



第１章    総  則 

（商号） 

第１条   当会社は、株式会社ボーダレス・ジャパンと称する。 

 

（目的） 

第２条   当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

 

1. 宅地建物取引業（不動産の売買、賃貸、転貸、管理、運営及びその仲介、代理） 

2. ビル、マンション、オフィス、店舗及び住宅等の企画、設計、施工、営繕、分譲及び販売 

3. 不動産証券化の企画、開発、運用、管理業務及び不動産投資、運用業務 

4. ファイナンシャルプランニング業 

5. 損害保険代理業 

6. 次の物品の輸出入、開発、製造、卸売、小売業及び通信販売業 

 (1) 食品 

 (2) 衣料品 

 (3) 家具、寝具、事務機器、インテリア・エクステリア用品 

 (4) 文具、玩具、日用雑貨品 

 (5) 化粧品 

 (6) 医薬品、医薬部外品 

 (7) 家電製品等 

 (8) 酒類、飲料 

7. 前号物品の保守、管理、賃貸借及びリース業 

8. 古物の輸出入、買取、卸売、小売業及び通信販売業 

9. 旅行業法に基づく 旅行業及び旅行代理業 

10. 各種講演会、講習会、セミナー、イベント等の企画、開催、運営 

11. 情報処理サービス及び情報提供サービス業 

12. 広告業および広告代理業 

13. 人材派遣業 

14. 有料職業紹介業及び無料職業紹介業 

15. 農業、漁業、畜産業及び林業 

16. 発電事業並びにそれに関する設備の管理及び運営 

17. 電力小売り事業及び取次事業 

18. 金融商品取引業 

19. 各種金融商品への投資及び金融商品の売買 

20. 著作権その他の知的財産権の取得、管理及び譲渡 



21. 経営、会計、財務、法務及び労務に関するコンサルティング 

22. 会計、経理等の受託及び代行 

23. 前各号に係わる調査、企画、研究およびコンサルタント業 

24. 前各号に付帯または関連する一切の業務 

 

（本店の所在地） 

弟３条   当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 

 

（公告の方法） 

第４条   当会社の公告は、官報に掲載して行う。 



第２章    株  式 

 

（発行可能株式総数） 

第５条   当会社の発行可能株式総数は、２，０００株とする。 

 

（発行する株式の内容） 

第６条   当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡するには株主

総会の承認を受けなければならない。 

 

（株式等の割当てを受ける権利を与える場合） 

第７条 当会社の株式（自己株式の処分による株式を含む。）及び新株予約権を引き受ける者の

募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、

その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び

引受けの申込みの期日は株主総会の決議によって定める。 

 

（株券） 

第８条 当会社は、株券を発行しない。 

 

（相続人等に対する株式の売渡請求） 

第９条 当会社は、当会社の株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、当該株 

式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 

 

（株主名簿記載請求） 

第１０条  当会社の株式を取得した者は、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は 

記録された者又はその一般承継人と共同して、当該株式に係る株主名簿記載事項を 

株主名簿に記載又は記録することを請求できる。ただし、法令の定めるところにより、 

株式を取得した者が単独で請求できる場合には、この限りではない。 

 

（質権の登録及び信託財産の記載請求） 

第１１条  当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示の記載を請求するには、当会社

所定の書式による請求書に当事者が記名押印して提出しなければならない。 

その変更、抹消についても同様とする。 

 

 



（手数料） 

第１２条  前２条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 

 

（基準日） 

第１３条  当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する

株主をもって、その事業年度に係る定時株主総会において権利を行使すべき株主とす

る。 

前項のほか、株主又は登録質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があ

る場合は、あらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合に

は、その日を２週間前に公告するものとする。 

 

（株主の住所等の届出） 

第１４条  当会社の株主及び登録された株式質権者又はその法定代理人もしくは代表者は、当会

社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届

出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。 

 



第３章    株主総会 

 

（株主総会決議事項） 

第１5 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社

に関する一切の事項について決議をすることができる。 

 

（招集） 

第１６条  当会社の株主総会は、定時株主総会及び臨時株主総会とし、定時株主総会は、毎事業

年度末日の翌日から３か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。株

主総会を招集するときは、会日の３日前までにその通知を発するものとする。ただし、総

株主の同意がある場合はこの限りではない。 

また株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。 

 

（議決権の代理行使） 

第１７条 株主は、当会社の議決権を行使することができる他の株主を代理人としてその議決権を

行使することができる。前項の場合には、株主又は代理人は、代理権を証する書面を当

会社に提出しなければならない。株主又は代理人は前項の書面の提出に代えて、法令

の定めるところにより当会社の承認を得て、代理権を証する書面に記載すべき事項を電

磁的方法により提出することができる。 

 

（議長） 

第１８条  株主総会の議長は、社長がこれにあたる。社長に支障があるときは、当該株主総会で議

長を選出する。 

 

（決議） 

第１９条  株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議

決権の過半数をもって決する。 

 

（議事録） 

第２０条  株主総会の議長は、その経過の要領及び決議の内容並びにその他会社法施行規則７２

条に定める事項を議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役が記名押印又

は電子署名を行い、当会社本店において１０年間保存するものとする。 

 



第４章    取締役および代表取締役 

 

（員数） 

第２１条  当会社には、取締役５名以内を置く。 

 

（選任の方法） 

第２２条 当会社の取締役は、当会社の株主中により株主総会において選任する。取締役の選任   

決議については、株主総会において、議決権を行使することが出来る株主の議決権の３      

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを決する。ただし取 

締役の選任については、累積投票によらない。 

 

（代表取締役） 

第２３条 当会社の取締役が２名以上ある場合は、そのうち２名を代表取締役とし、取締役の互選 

によってこれを定める。代表取締役のうち１名を社長、１名を副社長とし、会社の業務を 

執行する。 

 

（取締役の任期） 

第２４条 取締役の任期は、選任後１０年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会終了の 

時までとする。任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された 

取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の残任期間とする。 

 

（取締役の解任方法） 

第２５条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する 

株主が出席し、その議決権の３分の２以上の多数をもって行う。 

 

（取締役に対する報酬等） 

第２６条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受け取る財産上の利益 

は、株主総会の決議により定める。 

 



第５章    計  算 

 

（事業年度） 

第２７条  当会社の事業年度は、毎年３月１日から 翌年２月末日までの年１期とする。 

 

（剰余金の配当） 

第２８条  剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式

質権者に対して行う。剰余金の配当は、支払提供の日から満３年以内に受領されないと

きは、当会社は支払義務を免れるものとする。 

 



第６章    付  則 

 

（設立に際して発行する株式） 

第２９条 当会社の設立に際して発行する株式の数は３０株とし、その発行価額は１株につき 

金５万円とする。 

 

（設立に際して出資される財産の価額） 

第３０条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金１５０万円とする。 

 

 

（最初の事業年度） 

第３１条 当会社の最初の事業年度は、当会社設立の日から平成２０年２月末日までとする。 

 

（設立時取締役） 

第３２条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。 

 

            住所  東京都墨田区横網一丁目１０番８－６０２号 

設立時取締役   鈴木雅剛 

 

（発起人の氏名、住所及び設立時発行株式に関する事項） 

第３３条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに引換えに払い込む

金額は次のとおりとする。 

 

住所   東京都墨田区横網一丁目１０番８－６０２号 

            氏名   鈴木雅剛   

引受株数   普通株式 ３０株 金１５０万円 

 

（会社設立後の資本金及び資本準備金に関する事項） 

第３４条 当会社の資本金の額は、設立に際して株主となる者が払込み又は給付した財産の額と 

する。 

 

（準拠法） 

第３５条 本定款に記載のない事項は、会社法その他の法令に従うものとする。 

 



 平成２９年２月１日 

 

 代表取締役 田口一成 

 代表取締役 鈴木雅剛 

 

 

 

 


